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事務局員 　そのとおりです。

７番 　わかりました。

７番 　議案第６３号の営農型太陽光発電に係る申請地と同一の場所ですか。

　続きまして３番

　続きまして２番

　ただいまの説明に対して、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。

　まず１番

議長 　説明が終わりました。審議に入ります。

議長 　議案第６０号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議

題といたします。

　議案の朗読を省略し、事務局より説明させます。

事務局員 　（議案説明６件）

議長 　これで諸般の報告事項は全て終了いたしました。

５．付議事件 午後２時３０分

（４）競売の決定について

（３）制限除外の農地移動について

（２）農地法関係許可取消願いについて

議長 　議案審議に先立ち、事務局より農地法に基づく諸般の報告をさせます。

　事務局より順次、報告をお願いします。

事務局員 （下記について報告）

（１）農地法第３条の３の規定による届出について

４．諸般の報告 午後１時３３分

　沼田市農業委員会会議規則により、議長において、１番白石淳一委員、

２番星野芳寿委員の両名を指名いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

３．議事録署名委員の指名について 午後１時２８分

議長 　議事録署名委員の指名を行います。

議長 ２．開会及び会長あいさつ 午後１時２８分

　在任委員１５名中、現在の出席委員は、１５名でありまして、関係法

規に基づく総会の成立要件を満たしておりますので、ご報告いたします。

　はじめに、井上会長よりごあいさつをいただき、引き続き進行をお願

いいたします。

１．開会前 午後１時２７分

事務局長 　開会前に本日の委員出席状況をご報告いたします。
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て」は、申請のとおりこれを認め、許可することと決定いたします。

議ございませんか。

　（異議なし）

議長 　異議なしと認めます。

　よって、議案第６１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

議長 　お諮りいたします。

　議案第６１号については，申請のとおりこれを認め、許可することにご異

事務局員 　そのとおりです。

議長 　わかりました。

議長 　確認ですが、申請人が農機具の販売をしているということで良いですか。

　ただいまの説明に対して、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。

　まず１番

議長 　説明が終わりました。審議に入ります。

を議題といたします。

　議案の朗読を省略し、事務局より説明させます。

事務局員 　（議案説明１件）

議長 　異議なしと認めます。

　よって、議案第６０号「農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」は、申請のとおりこれを認め、許可することと決定いたします。

　次に、議案第６１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につい
て」

議長 　お諮りいたします。

　議案第６０号については，申請のとおりこれを認め、許可することにご異

議ございませんか。

　（異議なし）

議長 　わかりました。

議長 　確認ですが、譲受人の長男が営農するということでよろしいですね。

事務局員 　そのとおりです。

　続きまして６番

　続きまして５番

議長 　続きまして４番
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事務局員 　（議案説明１件）

　よって、議案第６２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」は、申請のとおりこれを認め、許可することと決定いたします。

　次に、議案第６３号「営農型太陽光発電に係る農地法第５条第１項及び農

地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議題といたします。

　議案の朗読を省略し、事務局より説明させます。

　議案第６２号については，申請のとおりこれを認め、許可することにご異

議ございませんか。

　（異議なし）

　異議なしと認めます。

議長 　お諮りいたします。

１５番 　わかりました。

議長 　続きまして７番

事務局員 　進入路については、前回の総会で転用許可を受けておりますが、未着工

となっております。

１５番 　現地写真では、申請地までの進入路が見受けられませんが、進入に問題は

ありませんか。

　続きまして６番

　続きまして５番

　続きまして４番

　続きまして３番

　続きまして２番

ます。

　まず１番

議長 　説明が終わりました。審議に入ります。

　ただいまの説明に対して、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたし

事務局員 　（議案説明７件）

　次に、議案第６２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい
て」を議題といたします。

　議案の朗読を省略し、事務局より説明させます。
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　よって、議案第６４号「農用地利用集積計画（案）」は、計画案のとおり

これを決定し、市長に回答いたします。

議長 　以上で、議案の審議は全て終了いたしました。

審議終了 午後２時３０分

　議案第６４号については，計画案のとおりこれを決定し、市長に回答する

ことにご異議ございませんか。

　（異議なし）

議長 　異議なしと認めます。

議長 　無いようですので、お諮りいたします。

　ただいまの説明に対して、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。

議長 　説明が終わりました。審議に入ります。

事務局員 　（議案説明１件）

農地法第３条第１項の規定による許可申請について」は、申請のとおりこれ

を認め、許可することと決定いたします。

　次に、議案第６４号「農用地利用集積計画（案）」を議題といたします。

　議案の朗読を省略し、事務局より説明させます。

議ございませんか。

　（異議なし）

議長 　異議なしと認めます。

　よって、議案第６３号「営農型太陽光発電に係る農地法第５条第１項及び

議長 　無いようですので、お諮りいたします。

　議案第６３号については，申請のとおりこれを認め、許可することにご異

ます。

　まず１番

す。

議長

　ありがとうございました。

　ただいまの説明に対して、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたし

　ここで、提出された１番の案件については、７番委員が現地調査を行って

おりますので報告をお願いします。

７番 　地区担当の農地利用最適化推進委員と現地確認しましたが、隣接地には

太陽光発電設備が設置され、農地に与える影響も特に問題ないと思われま

議長 　説明が終わりました。審議に入ります。

　なお、各案件の農地法第３条第１項の規定による許可申請については、

農地法第５条第１項の規定による許可申請が許可された場合に許可となり

ます。
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８．閉　　会

終了 午後２時４７分

（４）行事予定について

（５）「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の見直しに

　　　係る意見書の提出について（農林課）

（６）その他

（１）沼田市農地等の利用適正化の推進施策に関する意見提出について

（２）沼田市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦について

（３）令和３年度農業振興船津賞の受賞者について

７．連絡事項

６．協議事項
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